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１ はじめに

令和７年５月３日に市制施行75周年を迎えます。

野田市は、この市制施行75周年という大きな節目を市全体でお祝いするとと

もに、個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市宣言、そして、健康スポーツ

文化都市宣言の理念を尊重し、「夢のある住みよいまち」「元気で明るい家庭を築

けるまち」を目指し、市制施行75周年記念事業を実施します。

このたび、市制施行75周年記念を迎えることを周知するとともに、機運を盛り

上げていくために、「市制施行75周年記念ロゴマーク」を作成しました。

記念ロゴマークは、市職員が作成した 15 作品のうち、職員アンケートにより選

ばれた最終案３作品を令和６年７月 31 日に開催した野田市制施行75周年記念

事業意見交換会で、出席いただいた23団体の皆様の投票によって決定いたしま

した。

この記念ロゴマークは、市の発行物や啓発物、イベントなどで、市制施行75周年

を盛り上げていくために活用するほか、市民や団体の皆様にもお使いいただきた

いため、野田市制施行75周年記念ロゴマークガイドラインを策定しました。

令和７年５月３日に75年目を迎える

野田市。

ロゴマークのテーマは「夢」。

カラフルな配色は、夢や希望によって

人々の生活が豊かになると、健康やスポー

ツ、文化の発展につながると考え、これか

らの野田の豊かな繁栄と発展をイメージし

作成しました。

作品の説明
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２ ロゴマークのデザイン

■基本形

Ÿ パステルカラーでカラフルなデザインのため、白色を背景色に、お使いいただ

くことをおすすめします。

■背景色を入れる場合

背景色が一部デザインの色と重な

る

背景色が薄く、デザインがはっき

りと視認できる。

縦横比率はそのままにサイズ変更は自由
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■ポスター、チラシ等に掲載する場合

背景色が一部、デザイン色と重なり、デザインが視認しにくい場合

Ÿ 白色又は薄い背景色を挿入するなど、視認性を確保の上で、お使いください。

Ÿ 背景に透過の白色又は薄い背景色を挿入し、お使いいただくことがおすすめ

です。

■写真を背景とする場合

写真の色と重なり、デザインが視認しにくい場合

Ÿ 白色又は薄い背景色を挿入するなど、視認性を確保の上、お使いください。

Ÿ 背景に透過の白色又は薄い背景色を挿入し、お使いいただくことがおすすめ

です。

透明度は１０％程度

がおすすめです
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■デザインの配置

原形デザインの縦横比率のまま拡大・縮小して使用することはできますが、パー

ツのみの使用はできません。

【禁止事項】

１つのパーツのみの使用は禁止です。（必ず組み合わせてお使いください。）

Ÿ 「ＮＯＤＡＣＩＴＹ」の文字のみ使用

Ÿ 「75th」の図柄のみ使用

■文字と図柄の配置換え（使用例）

ＷＥＢページ用バナーやＳＮＳ用ヘッダーなど、用途に合わせて、文字と図柄を自

由に組み合わせてお使いください。

なお、ＳＮＳのアイコンにした場合、この事業と関係ない、不適切な投稿はご遠慮

ください。



－ 5 －

３ デザインの色指定

■デザインの色は、原形、単色、グレースケール、白黒、白抜きの５種類となります。

原形 単色 グレースケール

白黒 白抜き
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４ 禁止事項

■ロゴマークを変形、改変して使用しないでください。

影などの効果を使用 回転・反転 比率の変更

ロゴに他の要素を追加 文字などの配列加工 字体の変更
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５ 申請手続 問合せ先

ロゴマークを使用する場合には、あらかじめ申請が必要です。

「野田市制施行７５周年記念ロゴマーク使用に関する要項」や本ガイドラインをご

確認の上、申請してください。

ただし、個人が家庭内で使用する場合や市や学校が使用する場合、報道機関が

報道または広報のために使用する場合においては、使用の申請は必要ありません。

定められた色、形などを守り、ご使用ください。

（申込開始） 令和６年 11 月１日（金）から開始

（使用期間） 令和６年 11 月１日（金）から令和８年３月31日（火）まで

（使用料） 無料

（申請方法）

窓口による申請、郵送による申請、ちば電子申請サービスを利用した申請

（申請書条件）

申請をする場合には、「野田市制施行７５周年記念ロゴマーク使用に関する要

項」を確認ください。

■ 【申請から承認までの流れ】

●ロゴマーク使用承認申請書の提出

※提出に当たっては、使用イメージがわかるものなどの参考資料も合わせ

てご提出ください。

※ロゴマーク使用承認通知書の内容に変更があった場合は、ロゴマーク使

用変更承認申請書の提出が必要になります

●ロゴマーク使用承認申請書の確認

・ 申請書の内容の確認を行います(電子メールで回答します）

●ロゴマーク使用承認（不承認）の決定

・ ロゴマークデータの提供(電子メールで回答します）

※提出に当たっては、使用イメージがわかるものなどの参考資料も合わせ

てご提出ください。

※申請書の提出から使用承認の決定までには概ね２週間程度になります。

●ポスター、記念品等の製作開始

●ポスター、記念品等の製作完成

申
請
者

市

申
請
者



市制施行７５周年に関するホームページ一覧

l 野田市制施行75周年記念

ＵＲＬ：

https://www.city.noda.chiba.jp/1041772/index.html

l 市制施行75周年記念ロゴマークが決定

ＵＲＬ：

https://www.city.noda.chiba.jp/1041772/1041959.html

【問合せ】

〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の１

■ ロゴマークの使用、申請方法等について

ＰＲ推進室 電話04－7199－2090

https://www.city.noda.chiba.jp/1041772/index.html
https://www.city.noda.chiba.jp/1041772/1041959.html

